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近
年
の
急
速
な
情
報
通
信
技
術
の
発
展
な
ど
に
伴
い
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
商
取
引
が
多
様
化
し
、
新
た
な
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
も
発
生
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
購
入
方
法
や
決
済
手
段
に
つ
い
て
は
、
個
別
法
に
よ
る
消
費
者
保
護
の
規
制
が
あ

る
も
の
の
、
多
様
化
す
る
商
取
引
に
規
制
が
対
応
で
き
て
い
な
い
た
め
か
、
消
費
者
か
ら
は
全
国
各
地
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

へ
様
々
な
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

事
業
者
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
の
取
引
に
つ
い
て
、
事
業
者
側
か
ら
の
一
方
的
な
通
知
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス

の
廃
止
、
又
は
約
款
や
規
約
の
不
利
益
な
変
更
が
行
わ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
令
和
二
年
四
月
施
行
の
改
正
民
法
に
よ
り
、
定

型
約
款
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
、
事
業
者
は
こ
う
し
た
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
か
ら
請
求
が
あ
れ
ば
、

遅
滞
な
く
変
更
後
の
定
型
約
款
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。 

 

１ 

事
業
者
は
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す
る
旨
を
消
費
者
に
示
し
て
お
け
ば
、
事
前
に
内
容
を
開
示
し
な
く
て
も
合
意

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
消
費
者
に
と
っ
て
不
利
な
条
件
を
隠
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

２ 

事
業
者
が
約
款
の
変
更
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
周
知
す
る
だ
け
で
よ
く
な
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
側
か
ら
の
一
方

的
な
取
引
条
件
の
変
更
が
更
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 



 

２ 

 

 
３ 

定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
が
消
費
者
の
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
、
消
費
者
契
約
法
に
お
い
て
約
款
を
事
前
に
開
示
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
、
加
え
て
約
款
の
変
更
箇
所
を
新
旧
対
照
条
文
で
明
示
す
る
よ
う
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
は
、
広
告
主
で
な
い
企
業
名
が
用
い
ら
れ
た
バ
ナ
ー
広
告
、
実
際
は
未
確
保
の
格
安
商
品
を
列
挙

し
た
バ
ナ
ー
広
告
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
バ
ナ
ー
広
告
は
、
お
と
り
広
告
と
し
て
い
わ
ゆ
る
景
品
表
示
法
第
五
条
に
基
づ

く
措
置
命
令
の
対
象
と
な
る
。 

 

１ 

海
外
の
事
業
者
及
び
海
外
に
サ
ー
バ
ー
を
置
い
た
事
業
者
に
よ
る
日
本
人
向
け
の
バ
ナ
ー
広
告
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し

た
措
置
命
令
の
対
象
と
な
る
か
。 

 

２ 

消
費
者
庁
は
措
置
命
令
に
至
ら
な
い
事
案
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
第
二
条
第
六
号
に
基
づ
き
指
導
を
行
う
と
聞
く
。

こ
う
し
た
指
導
に
つ
い
て
は
、
海
外
の
事
業
者
及
び
海
外
に
サ
ー
バ
ー
を
置
い
た
事
業
者
は
対
象
と
な
る
か
。 

 

３ 

措
置
命
令
の
対
象
と
な
っ
た
海
外
の
事
業
者
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
得
に
対
し
て
制
裁
金
を
課
す
等
の
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
の
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
を
参
考
に
、
我
が
国
も
何
か
し
ら
の
海
外
事
業
者
へ
の
対
策
を
検
討
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

三 

健
康
食
品
に
つ
い
て
、
健
康
保
持
増
進
効
果
が
実
証
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
効
果
が
あ
る
か
の
よ
う
に
示
さ



 

３ 

 

れ
た
商
品
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
表
示
を
健
康
食
品
の
製
造
者
及
び
販
売
者
が
行
っ
た
場
合
、
健
康
増
進
法
第
三
十
一
条

第
一
項
又
は
景
品
表
示
法
第
五
条
第
一
号
違
反
と
な
る
。 

 

１ 

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
又
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
な
ど
の
個
人
、
並
び
に
広
告
代
理
店
又
は
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス

プ
ロ
バ
イ
ダ
な
ど
の
法
人
は
、
商
品
の
製
造
者
又
は
販
売
者
か
ら
請
け
負
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
広
告
等
に
つ
い

て
、
健
康
増
進
法
の
行
政
処
分
の
対
象
と
な
る
と
聞
く
。
平
成
二
十
八
年
以
降
、
広
告
を
請
け
負
っ
た
個
人
及
び
法
人
に

つ
い
て
処
分
件
数
及
び
概
要
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
内
訳
及
び
主
な
事
例
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

景
品
表
示
法
の
規
制
対
象
は
、
製
造
者
又
は
販
売
者
に
止
ま
る
と
聞
く
。
健
康
増
進
法
と
同
様
に
、
規
制
対
象
を
「
何

人
も
」
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
広
告
を
請
け
負
っ
た
個
人
及
び
法
人
を
行
政
処
分
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


